
新型コロナウイルス感染症に対する日本獣医師会事務局の対応について 

 
令和２年２⽉ 26 ⽇ 

公益社団法⼈ ⽇ 本 獣 医 師 会 
 

〇手指消毒の徹底 

・2 ⽉ 18 ⽇開催の事務局定例会議において⼿洗い等の徹底を呼び掛け。 
・事務局にクレベリンボトル及び消毒⽤アルコールを設置。 
・事務所内給湯室におけるタオル共⽤を避けるため、ペーパータオルを設置。 
 

 

〇体調の自己管理 

・バランスの良い⾷事や睡眠・休養の確保等、健康管理に努める。 
・発熱や咳などの症状がみられる場合は出勤せず⾃宅待機とする。 
 
 
〇テレワーク対応体制の拡充 

・会議、来客、伝票等の受渡し、マイクロチップ電話受付業務等、事務所にいな
ければ対応不可能な場合を除き、業務のテレワーク化に対応する。本会のイン
トラネット環境はテレワーク対応準備済み。 

・現在 2 回線保有している⾼セキュリティ環境の下でのリモートデスクトップ
回線を 10 回線に増設する。（概算費⽤４０万円） 

・運⽤に当たってはセキュリティレベルの確保を第⼀条件とする。 
 
 
〇時差出勤の実施 

・始業時間を午前１０時とする。ただし、業務の必要等のやむを得ない事由があ
る場合は午前９時始業を認める。 

・今後の対応については、就業規則等関係規程との整合、労務管理及び給与計算
上の留意点等について、2/28 に社会保険労務⼠に確認の上決定する。 


